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令和７年度一時休館のお知らせ 

 

 国立大雪青少年交流の家の事業運営につきましては日頃より格別のご理解とご厚情を 

賜り、誠にありがとうございます。また、ご利用団体の皆様には、体験活動を中心とする 

青少年教育の振興にご理解・ご協力を賜り、感謝申し上げます。 

当機構は、これまでも経費削減に向けた努力を続け、一人でも多くの青少年が良質な体験

活動を得られるよう開所して参りましたが、昨今の物価の高騰に加え、エネルギー供給の不

安定さなどに起因する光熱水費の高止まりなどにより、施設の運営が急激に圧迫されてい

るところであります。このような状況を受けまして、経営努力だけでは施設を安全・安心に

運営することが非常に困難な状況となって参りました。 

このため、大変苦渋の選択ではありますが、下記日程を除いた令和 7 年 10 月 1 日から令

和 7 年 11 月 21 日及び１月１日から 3 月 31 日までの間、一時休館させていただくこととい

たしました。 

 つきましては、一時休館の期間中に当施設のご利用をご予定いただいておりました皆様

方におかれましては、ご利用予定日を一時休館の期間以外の期間に変更いただきたくお願

い申し上げます。 

また、このような措置に至りましたことをお詫び致しますと共に、このような事情に鑑み

ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

〇一時休館期間中の開館日 

 

令和７年１０月 １日(水)・２日(木)・３日(金)・８日(水)・９日(木)・１０日(金) 
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